
発達障害者支援法（平成 16年法律第 167号）（抄） 

 

  第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のた

めに発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発

達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法（昭和四十五年法

律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人とし

ての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期

に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとと

もに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援

センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のための

その生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てら

れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること

を目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条の二 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること

及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の

人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。 

２ 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければなら

ない。 

３ 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応

じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体

相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければ

ならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活

の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重

要であることに鑑み、前条の基本理念（次項及び次条において「基本理念」という。）に

のっとり、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。 



２ 国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、発達障害児に対し、発達障害の症状の発

現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における

発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における

生活等に関する支援及び発達障害者の家族その他の関係者に対する支援が行われるよう、

必要な措置を講じるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、発達障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に

対し、個々の発達障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするた

め、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有

機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。 

４ 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の

保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以

下同じ。）の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。 

５ 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、

福祉、教育、労働等に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、

発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活、警察等に関

する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。 

 

  第三章 発達障害者支援センター等 

（発達障害者支援地域協議会） 

第十九条の二 都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及びそ

の家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務

を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者（次項において「関係者等」という。）

により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができる。 

２ 前項の発達障害者支援地域協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域に

おける発達障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊

密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 

 

 


